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新しい農業者年金は、次の全てに該当する方ならどなたでも加入できます。

①国民年金の第１号被保険者　②年間 60日以上農業に従事する方　③ 60歳未満の方

・将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ積立てて、運用実績により受給額が決まる確定拠出型年金です。

・農業所得の申告の際に、全額社会保険料控除対象として申告でき、節税にも役立ちます。

・保険料は月額 20,000 円から 67,000 円までとなり、自由に選択できいつでも見直すことができます。　　

　　　　　　　　問　農業委員会　� 62-4826

農業者の皆さん　老後の備えは農業者年金で安心 !
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企業誘致助成金制度
市では、産業の振興と雇用の拡大を図るため、各企業に助成金を交付しています。

拠　点　地　区　以　外拠　点　地　区区分

市内全域
（石巻トゥモロービジネスタウンを除く）石巻トゥモロービジネスタウン地

域

製造業・情報サービス業・道路貨物運送業・倉庫業・自然科学
研究所・旅館・ホテル・遊園地（テーマパークを除く）・博物
館・美術館・動物園・植物園・水族館・自動車整備業・機械修
理業・電気機械器具修理業

研究施設、事務施設、教育施設、業務支援・サービス施設など
拠点法に規定する産業業務施設、その他これに類する施設

業　
　
　

種 注１「企業誘致条例第４条第２項による指定企業」は、自動車関連業種、食品製造業関連業種、木材関連業種が対象となり、業
種の詳細についてはお問い合わせください。なお、企業誘致条例第４条第２項による指定企業は、新設のみ対象となります。

①　企業立地助成金
　　対象経費：投下固定資産に課せられた固定資産税　助成額：固定資産税額と同額を交付（限度額なし）　　期間：５年間
②　上水道料金助成金　　※H22.4.1から適用
　　対象区域：都市計画法の「工業専用地域」内のみ対象　ただし、企業誘致条例第４条第２項による指定企業は、市内全域を
対象区域とする。　対象経費：上水道料金の３０％相当額を交付（限度額５００万円）ただし、企業誘致条例第４条第２項による
指定企業のうち、自動車関連業種については、５０％相当額を交付　期間：５年間

③　雇用奨励助成金（新設の場合のみ対象）※H21.4.1から適用
　　対象：常用従業員として新たに１年以上雇用した「新規雇用者」　助成額：１人当たり２０万円を交付（限度額１， ０００万円・１
回限り）

④　緑化推進助成金
　　対象経費：営業開始から５年以内に、敷地３， ０００m2以上の１０％以上を緑化した経費　助成額：緑化経費の３０％相当額を交付（限

度額５００万円・１回限り）
⑤　環境対策設備助成金（新設の場合のみ対象）※H21.4.1から適用
　　対象経費：太陽光発電等の新エネルギー設備、公害防止およびそれに附属する設備ならびに空気調和設備の設置に要する経
費　助成額：１企業当たり、限度額３，０００万円を交付（１回限り）

⑥　技術研修派遣助成金　※H22.4.1から適用
　　対象企業：企業誘致条例第４条第２項による指定企業のみ　対象経費：新規雇用者を県外に派遣して研修を受講させる経費
　助成額：派遣する新規雇用者１人当たり１月１０万円を交付（限度額５００万円）

⑦　市内企業発注促進助成金　※H22.4.1から適用
　　対象企業：企業誘致条例第４条第２項による指定企業のみ　対象経費：営業開始の日から起算して２年経過後の１年間にお
いて、市内事業者に対して発注した額　助成額：１社当たり５００万円を超える額を発注した場合において、発注した企業が
５社に満たない場合は、１社当たり５０万円とし、５社以上の場合は、１社当たり１００万円を交付（限度額５００万円・１回限り）

助　
　
　

成　
　
　

内　
　
　

容

申請時期　事業所などの業務を開始する日の30日前まで　申・問　産業戦略課（内線3544）

事業主の皆さん　労働者の皆さんへ　　あなたの会社、仕事と家庭の両立が図れる職場ですか？
　一般事業主行動計画を策定し、労働者の定着・優秀な人材の確保を図りましょう！

　急速な少子化の流れを変えるため、次世代育成支援対策推進法では、国、地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代

育成支援を進めていくこととされており、企業においても、従業員のニーズにあった「一般事業主行動計画」を策定し、宮城労働局

に届け出ることとなっています。

◆一般事業主行動計画の「策定」「労働局への届出」「公表」「従業員への周知」

　従業員 301 人以上→義務

　従業員 101 人以上 300 人以下

　　　　　　　→平成２３年４月１日から義務

　従業員 100 人以下→努力義務

問　宮城労働局雇用均等室　� 022-299-8844

★認定制度をご存知ですか★
　届け出後一定の要件を満たした場合、「子育てサ
ポート企業」として宮城労働局長の認定を受け、「次世
代認定マーク（愛称くるみん）」を広告、商品、求人
広告、名刺などにつけ、子育てサポート企業であるこ
とを内外にアピールすることができ、企業イメージの
向上を図ることができます。

次世代認定
マーク

「くるみん」


